
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産税・都市計画税 納税
のうぜい

通知書
つうちしょ

 

 さいたま市内に１月１日に土地や家屋を所有している場合は、固定資産税・都市計画税を払う必要

があります。 

① 電話での問い合わ

せの時には、この番号

を伝えてください。 

※日本語のみ対応でき

ます。 

②  あなたの固定資産

税・都市計画税の１年

分の合計金額です。 

③ １月１日に、あなた

が所有している土地や

家屋に関する情報がく

わしく書かれていま

す。 

④ あなたの固定資産

税・都市計画税のそれ

ぞれの金額です。 

⑤ 固定資産税・都市

計画税は②の金額を

４回に分けて払いま

す。ここには、あなた

が支払う必要がある

金額と支払いの期限

が、１回ごとにそれぞ

れ書かれています。 


